
令和５年度 埼玉県への施策並びに予算編成に対する要望書 

 

《団体名》一般社団法人 埼玉県建設産業団体連合会 

 

[要望部課名] 

 

県土整備部・都市整備部・農林部・企業局・下水道局 

 (要望事項) 

 2. 担い手の確保・育成及び働き方改革の促進について 

 

(要望理由) 

建設業をはじめとする建設産業では、他の産業に比較して高齢化が進ん

でいる一方、長時間労働や厳しい現場環境等から若年者の確保が困難な状

況にあり、近い将来、担い手の不足により、その社会的責務を果たせなく

なることが危惧されています。 

 ２０１９年４月に働き方改革関連法が施行され、建設業では一定の猶予

期間があるものの、その他の建設産業では時間外労働の規制等が適用され

ています。 

 このため、生産性の向上による長時間労働の是正や週休二日制の導入な

ど、働き方改革を積極的に進めることが喫緊かつ極めて重要な課題となっ

ています。そこで、以下の事項に御配慮願います。 

 

①施工時期の平準化 

 生産性の向上には、年間を通して工事量が安定し、限られた人材、資機

材を有効に活用することが重要です。 

 そこで、公共工事や委託業務（測量／地質調査／設計等）の発注にあた

っては、年間を通じた時期の平準化と、資材の納期が不安定な状況の中で

も週休２日制を実現できる適正な工期の確保をお願いします。 

 

②工事書類等のスリム化 

 担当技術者は工事書類等作成のため、時間外労働が多く、休めないのが

実情であることから、工事書類のスリム化をお願いします。 

 また、公共工事においても、建設ＤＸを更に推進するため、工事情報共

有システム（ＡＳＰ方式）の適用拡大や工事書類の電子化の推進をお願い

します。 
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